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当町は、周辺を緑豊かな外秩父の山々に囲まれており、有機栽培（無農薬・無化学肥料栽培）に積極
的に取り組んでいる地域である。

新規就農者のＦ氏は、町内で有機栽培した醸造用ブドウを原料としたワイン造りに取り組んでおり、
現在は、県外の醸造所に委託醸造しているが、将来は町内に醸造所を作る目標を持って、経営規模の
拡大を考えている。

しかし、新規就農者ということもあり、農地の借り受けは困難な状況にあった。

そんな中で、高谷地区で耕作放棄地の解消を望む地権者が現れたため、F氏は、国の交付金を活用
して、耕作放棄地の再生利用の取組を始めた。

４．活用した補助事業

（国）耕作放棄地再生利用緊急対策交付金

（補助内容：H26～27年度、０．６ha、再生作業、施設整備）

導入作物：醸造用ブドウ

Ｆ氏が借り受けた農地は、大小の立木や篠などが繁茂した状態であったため、地元の土建業者に
請負わせ、平成２７年２月から約１ヶ月かけて耕作放棄地の解消を行った。

その後、Ｆ氏が有機資材を投入するとともに、平成２７年春から病気に強い品種の苗木約２００本の
定植及びボランティアなどの協力も得ながらブドウ棚の設置を行い、約１年がかりで醸造用ブドウ園を
完成させた。

解消面積：０．６ha（平成27年３月時点）

埼玉県小川町

再生前 再生後

～有機栽培した醸造用ブドウを原料としたワインづくりへの挑戦～

取組主体：小川町地域耕作放棄地対策協議会 取組開始時期：平成２７年２月

作付けした醸造用ブドウは、２～３年で収穫できる見込みであり、将来の目標に向けてより多くの収穫

量を目指していく。

また、有機栽培のため草刈りや防除作業などをしっかりと行って管理していくことが重要である。

なお、この地域は鳥獣被害の発生も多いため、今後は鳥獣害対策への対応が必要である。

１．取組のきっかけ・経緯

２．取組内容

３．今後の課題・予定など
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当市は、千葉県の北西部に位置し、都心に近接していることから、都市型農業を中心とした農業経営
が行われている。

一方、都市化や農業者の高齢化による労力不足等から、耕作放棄地が増加しているため、新規就
農者の研修先、農地のあっせんや就農後の定着支援等について、先進農家や農業委員、関係機関と
連携して対応している。

市内の新規就農者３名で構成された農地所有適格法人（株）めりんだは、経営規模の拡大及び経営
の安定化等のため、耕作放棄地の解消とパイプハウスの改修に取り組んだ。

４．活用した補助事業

（国）耕作放棄地再生利用緊急対策交付金事業

（補助内容： H25年度、0.3㏊、再生作業、施設等補完整備（パイプハウス改修））

導入作物：パクチ―

取組主体は、 都内飲食店を中心に、タイ野菜で希少野菜であるパクチーの契約販売を行っている。

新規販売先を確保するためには、経営規模の拡大が必要不可欠であり、耕作放棄地の再生利用
及びパイプハウスの改修に取り組んだ。

当市は、就農開始のため、農地のあっせんや就農後の定着支援等について、関係機関と連携して、
新規就農者のグループ活動の支援を行った。

解消面積：０．３ha（平成28年３月時点）

千葉県我孫子市

再生前 再生後

～新規就農者による経営規模拡大に向けた耕作放棄地の再生利用～

取組主体：（株）めりんだ 取組開始時期：平成25年９月

引き続き、新規販売先を確保するため、耕作放棄地の再生利用を含めた経営規模の拡大を行って
いきたい。

写真

１．取組のきっかけ・経緯

２．取組内容

３．今後の課題・予定など
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１．取組のきっかけ・経緯

４．活用した補助事業

（国）農地環境整備事業

（補助内容： H24～28年度、１１㏊、区画整理、畑地かんがい施設、鳥獣害防止施設等）

（国）耕作放棄地再生利用緊急対策交付金

（補助内容： H26～28年度、１１㏊、土壌改良、営農定着、農業用施設(ぶどう用垣根)、農業機械）

導入作物：醸造用ぶどう

２．取組内容

解消面積：１１ha（平成28年９月時点）

山梨県北杜市

再生前 再生後

～耕作放棄地の再生利用をきっかけとした企業参入の新たな挑戦～

取組主体：山梨県、北杜市、（株）志太北杜ワイナリー 取組開始時期：平成24年

３．今後の課題・予定など

当市は、八ヶ岳・南アルプスなどの日本の百名山に囲まれ、清らかで豊富な水資源に恵まれた地域
である。

明野町天王原地区は、かつては地形に沿った桑園が広がっていたが、畑地としての基盤整備は実
施されず、狭小・急傾斜の農地が大半を占めていた。

しかしながら、当地区の農地は表土が深く肥沃で、地区中央には広域農道とパイプラインが整備され
ていること、また、主要交通機関からの距離が近いことを踏まえ、長年にわたる耕作放棄地を解消し、
優良農地として再生することになった。

山梨県内での農業参入を検討していた企業経営者は、県営土地改良事業での整備が計画されてい
た当地区への参入を決め、平成２６年に農業生産法人（株）志太北杜ワイナリーを設立した。

ぶどうは、平成２８年秋から収穫を予定している。

現在も基盤整備が進められており、（株）志太北杜ワイナリーでは、最終的に経営面積を２０haまで拡
大することを計画している。

基盤整備は、地形・周囲の状況、地権者への意見等を配慮して行われ、平成２６年度から同社が土
壌改良・施設整備を実施し、本格的な営農を開始した。

栽培作物は、醸造用ぶどうであり、甲州をはじめ欧州系の高級品種を栽培しており、醸造したワイン
は来場者及び国内外に販売する。
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１．取組のきっかけ・経緯

４．活用した補助事業

導入作物：れんこん

２．取組内容

解消面積：０．６３ha（平成28年７月時点）

茨城県かすみがうら市

再生前 再生後

～意欲ある農業者による耕作放棄地の再生利用と経営規模の拡大～

取組主体：地元農業者（認定農業者） 取組開始時期：平成26年

３．今後の課題・予定など

当市は、霞ヶ浦の水源により、様々な農産物の栽培に適した地域で農業を基幹産業としている。

一方、近年、農業者の高齢化、後継者不足等の問題により、農地が有効活用されず耕作放棄地が
増加している。

取組主体である農業者は、地元でも有数のれんこん農家であり、増加しつつある耕作放棄地を有
効活用するため、自ら率先して農地の再生に取り組んだ。

取組主体である農業者は、農業経営の規模拡大のため、自ら農地所有者と調整を行った。

また、耕作放棄地となった水田0.63haに対しては、除草・耕起及び肥料等の投入を行い、農地への
再生を図った。

再生後は、れんこんを栽培・出荷して、農業経営の規模拡大が図られた。

再生箇所は、隣接地が山林のため時間帯により日当たりが悪い場所があり、れんこんの育成に悪
影響を及ぼす心配がある。

今後は、継続的に土壌改良を行い収穫量を維持することにより、経営の安定を図る。

また、耕作放棄地は進入路が無いことや日当たりが悪いなど、周辺の環境により再生が困難な箇
所もあることから、どのように再生作業を誘導していくかが大きな課題である。

（国）耕作放棄地再生利用緊急対策交付金

（補助内容：H26年度、0.63ha、再生作業（除草・整地）、土壌改良（肥料・液肥投入） ）

（市）かすみがうら市耕作放棄地再生利用緊急対策交付金

（補助内容：H26年度、0.63ha、再生作業（除草・整地）、土壌改良（肥料・液肥投入） ）

※市については、国交付金の協調助成

４



１．取組のきっかけ・経緯

導入作物：飼料用とうもろこし

２．取組内容

解消面積：１．０１ha（平成27年９月時点）

茨城県筑西市

再生前 再生後

～飼料コスト削減に向けた耕作放棄地の再生利用～

取組主体：地元農業者（認定農業者） 取組開始時期：平成27年

３．今後の課題・予定など

当市は、鬼怒川・小貝川などが南北を貫流し、肥沃な農業地域で農業を基幹産業としている。

一方で、農業者の高齢化、後継者不足等により耕作放棄地は増加し続け、今後の農業経営に深
刻な影響を及ぼすと懸念している。

取組主体である農業者は、搾乳牛による酪農経営をしているが、年々高騰を続ける飼料価格が
経営の負担となっていたことから、耕作放棄地の解消及び飼料を自給することによる飼料コストの
削減との相乗効果を目的として、農地再生の事業に取り組んだ。

長期間の耕作放棄により、立木や草が繁茂していた状態であったため、重機を用いての伐採、抜
根、運搬、処分、整地作業の農地再生の作業を行った。

また、地力が落ちていたため、堆肥を施し、土壌改良を行うと共に営農定着を図り、ソルガム（地
力増進作物）の作付を行った。

長期間の耕作放棄により、地力が低下していることから、継続して地力の回復に努める。

また、飼料作物を増産することにより、飼料の更なるコストダウンを図り、酪農経営の健全化を目
指すとともに、国産飼料による飼育で高付加価値を生み出し、商品の競争力強化を図る。

（国） 耕作放棄地再生利用緊急対策交付金

（補助内容：平成27年度、1.01ha、重機を用いて行う等の再生作業、土壌改良、営農定着）

４．活用した補助事業
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当市は、肥沃な関東平野の北端に位置し、北部から東部にかけて鬼怒川が貫流し、様々な農産物
の栽培に適した地域である。

一方、氷室町地区では、高齢化による労働力不足によって、永年作物を栽培していた樹園地の荒
廃が進行していた。

数年前から、清原地区に参入した給食事業（病院、福祉施設、学校向け）等を行う食品関連企業が
設立した農地所有適格法人が、経営規模の拡大を契機として耕作放棄地解消に取り組んだ。

４．活用した補助事業

（国）耕作放棄地再生利用緊急対策交付金

（補助内容： H26～27年度、0.52ha、再生作業（草刈・抜根・耕起及び整地・土壌改良）、営農定着）

導入作物：にんじん、だいこん等の露地野菜

ＪＡや農業委員会等の関係機関と連携を図り、耕作放棄地の調査や全戸周知の機会を利用して、
事業のチラシ配布等による受け手の掘り起こし活動を行った。

農家へ周知を行ったことにより、地元の梨協議会が積極的に地域参入活動を行っている企業に働
きかけを行い、事業を活用して耕作放棄地の解消を行った。

解消した農地で栽培したにんじんや大根等の露地野菜は、取組主体である農地所有適格法人の
親会社が給食事業の原料として利用している。

解消面積：０．５２ha（平成28年３月時点）

栃木県宇都宮市

再生前 再生後

～食品関連企業が設立した農地所有適格法人による耕作放棄地の再生利用～

取組主体：農地所有適格法人（認定農業者） 取組開始時期：平成26～27年度

今後は、個人農家だけでなく、法人にも働きかけることで更なる耕作放棄地の解消と耕作放棄地再
生利用緊急対策交付金の活用を予定している。

取組主体である法人は、今後も規模拡大を図るとともに、若手農業経営者の育成にも力を入れて
いくことを予定している。

１．取組のきっかけ・経緯

２．取組内容

３．今後の課題・予定など
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本市は鬼怒川、五行川、小貝川の三つの河川に挟まれた肥沃な農地で、日本一の生産量・販売高
を誇るいちごを主とした施設園芸と、米麦・大豆等の作型の土地利用型農業が営まれている地域で
ある。

本市における耕作放棄地の問題は、後継者のいない小規模経営農家の離農の際に、耕作条件の
悪い農地が利用されず長期間放置される傾向があり、これが耕作放棄地の増加する主な要因となっ
ている。

本件も、解消には多くの経費が必要と見込まれたため借り手が現れなかったが、地元農業委員と耕
作放棄地の存在を気にかけていた取組主体が、土地所有者に働きかけをした結果、所有者の理解が
得られ、取組主体が借り受けて再生作業に取り組むこととなった。

４．活用した補助事業

（国）耕作放棄地再生利用緊急対策交付金

（補助内容：平成26～27年度、0.48ha、再生作業（草刈・抜根・耕起及び整地・土壌改良）、営農

定着（大豆、麦、そば））

（市）市単耕作放棄地解消推進事業

（補助内容：平成26年度、 耕作放棄地の解消・利用権設定）

導入作物：大豆、麦、そば

耕作放棄地再生利用緊急対策交付金を活用して草刈り、抜根等の再生作業を行った結果、0.48ha
の耕作放棄地を再生し、取組主体の経営規模の拡大につながった。

また、近隣より寄せられる害虫被害や、枯れ草火災等を心配する苦情がなくなった。

解消面積：０．４８ha（平成28年３月時点）

栃木県真岡市

再生前 再生後

～意欲ある農業者の活動をきっかけとした地域の耕作放棄地解消の推進～

取組主体：地元農業者（認定農業者） 取組開始時期：平成26～27年度

取組主体の耕作放棄地再生の取組により、農業委員と担い手による耕作放棄地再生の取組が継続
して実施されており、地域内で荒廃農地再生の気運が高まりつつあるため、農業者に対して制度を広
く周知し、耕作放棄地再生の取組を推進していく。

また、地元農業委員を中心に、農地パトロール・利用意向調査等による情報収集を行い、更なる耕
作放棄地再生の取組を推進していく。

１．取組のきっかけ・経緯

２．取組内容

３．今後の課題・予定など
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１．取組のきっかけ・経緯

４．活用した補助事業

（国）耕作放棄地再生利用緊急対策交付金
（補助内容： H22～26年度、１．４４㏊、再生作業、施設等補完整備（簡易電気柵・パイプハウス・
集出荷貯蔵施設））

導入作物：タマネギ、ニンニク等約１５品目

２．取組内容

解消面積：１．４４ha（平成28年３月時点）

山梨県北杜市

再生前 再生後

～耕作放棄地を再生利用した経営規模拡大の取組～

取組主体：地元農業者（認定農業者） 取組開始時期：平成22年度

３．今後の課題・予定など

当市は、八ヶ岳・南アルプスなどの日本の百名山に囲まれ、清らかで豊富な水資源に恵まれた地
域である。

取組主体は、高校時代にアメリカにホームステイした際、現地の農業に感銘を受け農業を志すよう
になり、高校卒業後、３年間の農業研修、民間企業勤務を経て、平成１４年に他県から当市（旧長坂
町）で、０．２５ｈａの農地を借り受け、新規就農した。

その後、少量多品目生産から少品目多量生産への方針転換を図るなかで、徐々に耕作放棄地の
再生利用とともに、経営規模の拡大に取り組んでいる。

高収益な品目に集中させるため、今後１０年間で約７ｈａまで経営規模を拡大していく予定である。

取組主体は、地域行事への積極的な参加や役員の引き受け等により、地域からも厚い信頼を得てお
り、農地の集積は順調に進んでいる。

平成２２年度から２６年度にかけて、耕作放棄地再生利用緊急対策交付金を活用して１．４４ｈａの
再生活動を行い、タマネギ、ニンニクを主力生産物として約１５品目栽培している。

農地の選定にあたっては、市および市農業振興公社の協力を受け、まとまって０．５ｈａ程度になる
農地を見つけて、耕作放棄地の再生利用に取り組んだ。
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４．活用した補助事業

（国）耕作放棄地再生利用緊急対策交付金（補助内容： H25、28年度、2.9㏊、再生作業、施設補完整備）

（県）耕作放棄地緊急対策事業費補助金（補助内容： H25、28年度、2.9㏊、再生作業）

（市）袋井市耕作放棄地対策事業費補助金（補助内容： H25、28年度、2.9㏊、再生作業）

※県、市については国交付金の協調助成

導入作物：露地野菜（レタス、枝豆など）
解消面積：２．９ha

（平成28年６月時点、袋井市のみ）

静岡県袋井市

再生前 再生後

～耕作放棄地の再生利用と新規就農者育成による地域農業の貢献～

取組主体：(株)鈴生（すずなり） 取組開始時期：平成25年度

３．今後の課題・予定など

写真 写真

取組主体は、レタスや枝豆などの露地野菜を栽培する農地所有適格法人で、現在の経営面積延べ
60ha、耕作放棄地再生面積は9.9haである。

新規農業参入のため、平成20年の参入当初は農地の確保が難しく、比較的借りやすい耕作放棄地
等を借り入れ、再生しながら農地を確保した。

規模拡大を進める中で、再生した農地で苦労して耕作を行っている様子を見ていた地元の農業委員
や行政から、面的に集まった耕作放棄地などの活用について提案を受けることが増え、再生を通じて
作付面積を拡大している。

袋井市袋井東地区の菅ヶ谷地区では、市役所や農業委員が中心となり、周辺市町で耕作放棄地の
再生、活用に実績があって規模拡大を図るためにまとまった農地を探していた取組主体と地権者との
マッチングを実施した。

平成25年度に1.9haの耕作放棄地を面的集積し、耕作放棄地再生利用緊急対策交付金を活用して、
耕作放棄地を再生利用し、レタスや枝豆の栽培を開始した。

取組主体は、次世代の担い手育成のため、新規就農希望者の積極的な受入れ、栽培技術の習得
や出荷先の確保、農地の提供等の長期間のサポートを実施している。

また、農業体験会の実施等を通じて、地域との信頼関係を醸成している。

平成27年度には農地中間管理事業を活用して、更に１haの耕作放棄地を面的集積し、平成28年度
に耕作放棄地再生利用緊急対策交付金を活用して再生を予定している。

取組主体による耕作放棄地の面的集積と交付金を活用した再生の取組をモデル事例として、県・静
岡県農業再生協議会や市町農業委員会が開催する研修会等で発表し、取組拡大を推進している。

１．取組のきっかけ・経緯

２．取組内容

９



取組主体は、 (株)ハラダ製茶が平成20年に設立した農地所有適格法人で、経営面積は約40haである。

設立当時から農業委員会の支援のもと、耕作放棄茶園や地権者が耕作できなくなった茶園等を積極的

に借り入れ、これまでの解消面積は5.4haとなった。

１．取組のきっかけ・経緯

４．活用した補助事業

（県）県単独耕作放棄地解消基盤整備事業 （補助内容： H22年度、0.6㏊、再生作業、基盤整備）
（県）耕作放棄茶園等の再生・発生抑制推進モデル事業 （補助内容： H25年度、４ha、再生作業）

導入作物：茶、水稲、露地野菜など

２．取組内容

解消面積：５．４ha（平成28年６月時点）

静岡県島田市

再生前 再生後

～耕作放棄地の再生利用と農地集積による地域農業の貢献～

取組主体：（株）ハラダ製茶農園 取組開始時期：平成22、25年度

３．今後の課題・予定など

写真 写真

(株)ハラダ製茶農園は、平成25年度の静岡県しずおか未来づくり雇用創出プランにおいて県から委託

を受け、「農業法人による耕作放棄茶園等の再生・発生抑制推進モデル事業」を実施した。

乗用型草刈機「ハンマーナイフモア」を使用した耕作放棄茶園の再生利用に取り組み、早期成園化の

手法を確立した。

市と農業委員会が再生すべき茶園の選定や調査、地権者との調整を行うことでスムーズな事業実施

が可能となり、官民協働で耕作放棄地の再生利用を進めるモデルとして高い評価を受けた。

これまでの耕作放棄地解消・再生作業に取り組んだ経験を活かし、農山村の景観を活かした里山整

備や、四季を通じて近隣住民が憩える空間の整備を検討している。
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１．取組のきっかけ・経緯

４．活用した補助事業

なし

導入作物：そば、ネギ

２．取組内容

解消面積：７．５ha（平成28年７月時点）

埼玉県宮代町

再生前 再生後

～住民と協働した耕作放棄地解消の取組～

取組主体：宮代町農業委員会
（遊休農地対策研究会）

取組開始時期：平成15年

３．今後の課題・予定など

平成15年度から現在に至るまで、農業委員が自ら草刈・耕耘等の解消作業を行い、耕作が可能と
なった農地を地域の担い手や新規就農者への橋渡しを行った。

平成23年度からは、「遊休農地解消活動サポーター」を募集し、農業委員だけでなく一般の住民
や新規就農者とも協働して解消活動を行っており、これまでに約7.5haの耕作放棄地を農地として再
生し、担い手や新規就農者の経営規模の拡大や担い手への農地集積に貢献した。

解消した耕作放棄地を再び荒れさせないためには、次の担い手を確保することが重要であり、候
補地の選定には、担い手も同行してもらい、実際に現地を見た上で決定している。

今後も、効率的な利用ができるよう、担い手の意向にできる限り沿うような形で農地の橋渡しを
行っていきたい。

更に、今年度から農業委員会の組織が法律改正により、地域で現場活動を担う「農地利用最適化
推進委員」が新たに加わることになり、推進委員と協力して、候補地の選定や担い手と地権者の交
渉、草刈等の取組を実施することにより耕作放棄地の解消を行っていきたい。

当町は、関東平野のほぼ中央部に位置し、見沼代用水の水源により、水稲を中心とした農業経営
が行われている。

取組主体は、「農」のあるまちづくりを推進し、農地の持つ多面的機能を維持・発揮していくため、
町内の耕作放棄地の解消を図るとともに、優良農地の確保・保全を研究することを目的として、宮
代町農業委員会が独自に設置した部会である。
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当市矢指西部地区では、農村環境に対する住民意識の高まりにより、平成24年から「農地・水保全管
理支払交付金」の取組を始め、耕作放棄地が不法投棄等集落環境や周辺農地への悪影響を与えてい
ることなどが分かった。

地区の役員と農業委員会等が連携して、土地所有者と話合いを行い、県単独事業を契機に集落内に
おける耕作放棄地解消の機運が高まった。

加えて、飼料高騰を背景とした畜産農家による自給飼料生産意欲が高まったこともある。

４．活用した補助事業

（国）耕作放棄地再生利用緊急対策交付金事業

（補助内容：H25～27年度 3.2㏊、再生作業経費、H26～27年度 施設等補完整備（井戸・湧水

処理工事））

（県）千葉県耕作放棄地活用支援事業ほか

（補助内容： H24～H26年度 現地調査、営農計画検討、再生利用、成果とりまとめ等）

導入作物：露地野菜、飼料作物等

地元有志の農業者が集い、露地野菜農家や畜産農家による耕作放棄地の再生利用が進み、更に、
飼料高騰を背景とした自給飼料の生産意欲を高まったことにより、畜産農家単独による耕作放棄地の
再生利用がより一層促進された。

事業実施に当たっては、地区の役員、農業委員、地権者、担い手、市で話合いを実施し、耕作放棄地
の発生状況や今後の取組計画についての検討を行った。

また、耕作放棄地の再生や条件整備は、耕作放棄地再生利用緊急対策交付金を活用して、耕作者
の負担軽減を図った。

解消面積：３．９ha（平成28年３月時点）

千葉県旭市

再生前 再生後

～地域での話合いを契機とした耕作放棄地の再生利用～

取組主体：旭市地域の担い手、営農組織 取組開始時期：平成24年12月

当市は、県下でも有数の農業地帯であることから、営農意欲が高く、同地区だけではなく、周辺地域
でも耕作放棄地への再生利用の活動が進められている。

露地野菜農家や畜産農家による耕作放棄地の再生利用を促進させるため、引き続き、市を始めとし
た関係機関においても支援をしていきたい。

写真 写真

１．取組のきっかけ・経緯

２．取組内容

３．今後の課題・予定など
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１．取組のきっかけ・経緯

４．活用した補助事業

（国）耕作放棄地再生利用緊急対策交付金

（H22年度～、10ha、耕作放棄地再生、土壌改良、営農定着）

（市）上田市鳥獣被害防止施設設置事業補助金

（H26年度～、鳥獣害防止施設）

導入作物： 桑、エゴマ、大根、ネギなど

２．取組内容

解消面積：１０ha（平成28年９月時点）

長野県上田市

再生前 再生後

～耕作放棄地の再生利用と農福連携による地域活性化～

取組主体：特定非営利活動法人エリスン 取組開始時期：平成21年～

３．今後の課題・予定など

特定非営利活動法人エリスンは、長野県から指定を受けた障がい福祉サービス事業を行っており、
上田市内で、指定就労継続支援Ｂ型事業所と多機能型事業所を運営している。

上田市内12か所の農場・農園で桑の実・桑の葉、エゴマの生産・加工を主な仕事として、上田市、JA
信州うえだ、地域の方々等の協力をいただきながら障害者の就労支援を行っている。

障がいのある方の生活を支えるため、市内の耕作放棄地を再生利用し、農業分野での就労支援や
地域への貢献を行うこととした。

耕作放棄地を借受け、再生作業・桑の定植・収穫作業は主にエリスン塩田館が行い、販売は主にエリ
スン舞田館が行っている。

桑の実を使った加工品（ジャム、サイダー等）は外部業者に業務委託して製造し、桑の葉はエリスン塩
田館で、桑茶・パウダーに加工している。

また、地元企業や大学とも提携して商品開発を進めている。

多様な仕事がある農業は、障がいのある方の就労支援に適していると考えており、今後も農福連携
による取組を推進していく。

桑の実や葉の収穫時（６～９月）に労働集中している状況であるため、他の時期に栽培できる品目を
検討中である。

また、６次産業化に向けた取組も検討中である。
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関東農政局管内における荒廃農地の状況

平成２７年各都県の荒廃農地の状況

注：１ 四捨五入の関係で計が一致しない場合がある。

注：２ 「荒廃農地」とは、「現に耕作されておらず、耕作の放棄により荒廃し、通常の農作業では作物の栽培が客観的に不可能となっている農地」。

注：３ 「再生利用が可能な荒廃農地」とは、「抜根、整地、区画整理、客土等により再生することにより、通常の農作業による耕作が可能となると見込まれる荒廃農地」。

注：４ 「再生利用が困難と見込まれる荒廃農地」とは、「森林の様相を呈しているなど農地に復元するための物理的な条件整備が著しく困難なもの、又は周囲の状況から見て、その土地を
農地として復元しても継続して利用することができないと見込まれるものに相当する荒廃農地」。

都県名

荒廃農地
面積計

再生利用
された面積農用地区域 再生利用が

可能な荒廃
農地

農用地区域 再生利用が
困難と見込
まれる荒廃
農地

農用地区域 農用地区域

茨 城 10,509 3,939 8,575 3,482 1,934 457 604 351

栃 木 2,433 921 1,876 806 557 116 234 139

群 馬 8,068 4,098 3,431 2,345 4,637 1,753 293 208

埼 玉 3,659 1,808 2,428 1,456 1,230 352 424 228

千 葉 13,492 5,011 9,689 4,332 3,804 680 617 352

東 京 2,272 867 645 342 1,627 524 16 6

神 奈 川 1,269 544 783 370 486 174 117 61

山 梨 7,009 3,629 2,501 1,648 4,509 1,981 403 268

長 野 18,195 8,349 7,545 4,395 10,650 3,954 519 348

静 岡 5,838 3,564 4,101 2,706 1,737 858 354 236

関 東 計 72,744 32,730 41,573 21,881 31,170 10,849 3,582 2,197

（単位：ha）
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18,942 19,254 18,956 18,563 19,735 22,435
28,068

31,170
59,894 

60,750 62,066 

62,368 63,569 

64,937

70,389
72,744

1,799 

3,237 

3,746 3,729 

4,237

3,151

3,582

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

3,500

4,000

4,500

0

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

60,000

70,000

80,000

H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27
再生利用が困難と

見込まれる荒廃農地

再生利用が可能な

荒廃農地

再生利用面積

（単位：ha）
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○ 農業委員会が毎年１回、農地の利用状況を調査し、遊休農地の所有者等
に対する意向調査を実施。
○ 意向どおり取組を行わない場合、農業委員会は、農地中間管理機構との
協議を勧告し、最終的に都道府県知事の裁定により、同機構が農地中間
管理権を取得できるよう措置。
○ 所有者が分からない遊休農地（共有地の場合は過半の持分を有する者
が確知することができない場合）については、公示手続で対応。

農地法に基づく遊休農地に関する措置の概要

制 度 の 概 要

毎年１回、農地の利用状況を調査

1年以上耕作されておらず、かつ、今後も耕作
される見込みがない
周辺地域の農地と比較して、利用の程度が著
しく劣っている

遊休農地

耕作者不在となる
おそれのある農地

耕作者の相続等を
契機に適正な管理
が困難となることが
見込まれる

都道府県知事の裁定

利用意向調査

農地中間管理機構との協議の勧告

農地所有者等に対して、

①自ら耕作するか
②農地中間管理事業を利用するか
③誰かに貸し付けるか

等の意向を調査 所有者等を確知でき
ない旨を公示

意向表明どおり
権利の設定・移転を行わない
利用の増進を図っていない
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担い手への農地集積/耕作放棄地の発生防止・解消の抜本的な強化

１．農地中間管理機構の整備・活用
（法整備・予算措置・現場の話合いをセットで推進）

出

し

手

① 地域内の分散し錯綜した農地利用を整理し担い手ご
とに集約化する必要がある場合や、耕作放棄地等につ
いて、農地中間管理機構が借り受け

② 農地中間管理機構は、必要な場合には、基盤整備等
の条件整備を行い、

担い手（法人経営・大規模家族経営・集落営農・企業）
がまとまりのある形で農地を利用できるよう配慮して、
貸付け

③ 農地中間管理機構は、当該農地について農地として
の管理

④ 農地中間管理機構は、その業務の一部を市町村等に
委託し、農地中間管理機構を中心とする関係者の総力
で農地集積・耕作放棄地解消を推進

受

け

手

２．耕作放棄地対策の強化

○ 既に耕作放棄地となっている農地のほか、耕作していた所有者の死亡等により
耕作放棄地となるおそれのある農地（耕作放棄地予備軍）も対策の対象とする。

○ 農業委員会は、所有者に対し、農地中間管理機構に貸す意思があるかどうか
を確認することから始めることとする等、手続きの大幅な改善・簡素化により、耕
作放棄状態の発生防止と速やかな解消を図る。

○ 農地の相続人の所在がわからないこと等により所有者不明となっている耕作
放棄地については、公告を行い、都道府県知事の裁定により農地中間管理機構
に利用権を設定。

借
受
け

貸
付
け

農地中間管理機構（農地集積バンク）
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荒
廃
農
地
等
利
活
⽤
促
進
交
付
⾦
の
概
要

【
平
成
29
年
度
予
算
概
算
決
定
額
：
２
３
１
（
２
３
１
）
百
万
円
】

【
対

象
者
】

○
「

人
・

農
地

プ
ラ

ン
」

の
中

心
経

営
体

等
に

位
置

付
け
ら
れ
た
農
業
者
、
農
業

者
等

が
組

織
す

る
団

体
（

任
意

組
織

、
法

人
組

織
、

参
入
企
業
等
）
の
ほ
か
、
農

地
中

間
管

理
機

構
、

農
業

協
同

組
合

等
の

農
業

団
体

。
※

「
中

心
経

営
体

等
」

に
は
、
「

今
後
、

地
域
の
中

心
経
営

体
と
な

る
こ

と
が

見
込

ま
れ

る
」

と
市

町
村

が
認

め
た

者
を

含
む
。
ま

た
、
東

日
本
大
震

災
復
興

の
た
め

耕
作

放
棄

地
再

生
利

用
緊

急
対

策
交

付
金

で
措

置
し

て
い
た
「

被
災
者

支
援
型
」

は
、
本

交
付
金

に
よ

っ
て

引
き

続
き

支
援

。

【
対
象
農
地
】

国

都 道 府 県

市 町 村

・
整
地
等
の
低
コ
ス
ト
整
備
。

・
荒
廃
農
地
等
を
活
用
し
て
放
牧
事
業
（
※
１
）

に
取
り
組
む
際
に
牧
柵
等
を
整
備
。

再
生
利
用
活
動

・
再
生
作
業
(
雑
木
の
除
去
等
)
、
土
壌
改
良
、

営
農
定
着
、
加
工
・
販
売
の
試
行
等
の
取
組
。

施
設

等
の
整

備

・
再
生
農
地
の
暗
き
ょ
・
農
道
等
の
基
盤
整
備
、

生
産
再
開
に
必
要
な
収
穫
機
や
ハ
ウ
ス
等
の
農

業
用
機
械
・
施
設
、
農
業
体
験
施
設
の
整
備
。

荒
廃
農
地
（
再
生
前
）

２
号

遊
休

農
地

へ
の
支

援

・
１
号
遊
休
農
地
の
支
援
と
同
じ
。

【
交
付
金
の
流

れ
】

【
そ
の
他
実
施
要
件
】

【
主
な
支
援
内
容
】

○
農
業
者
や
農
業
者
組
織
等
が
、
荒
廃
農
地
等
を
引
き
受
け
て
作
物
⽣
産
を
再
開
す
る
た
め
に
⾏
う
、
再
⽣
作
業
、
⼟
壌
改
良
、
営
農
定
着
、

加
⼯
・
販
売
の
試
⾏
、
施
設
等
の
整
備
を
総
合
的
に
⽀
援
し
ま
す
。

１
号
遊
休

農
地

（
荒
廃

農
地

<
Ａ

分
類

>
）

へ
の
支

援

連
携

事
業

※
１

「
地

域
づ
く
り

放
牧

事
業

」
（
生
産

局
所

管
）

※
２

「
果

樹
農
業
好

循
環

形
成

総
合
対
策

事
業

」
（

同
上
）

・
２
号
遊
休
農
地
を
対
象
と
し
て
、
農
地
中
間

管
理
機
構
が
果
樹
の
改
植
事
業
(
※
２
)
を
行
う

際
に
果
樹
棚
等
を
整
備
。

荒
廃
農
地
を
活
用
し
た
放
牧

○
総
事
業
費
が
2
0
0
万
円
/
件
未
満
。

○
再
生
さ
れ
た
農
地
に
お
い
て
５

年
間

以
上

耕
作

さ
れ

る
こ

と
。

○
補
助
率
：
定
額
（
１
／
２
相
当
（
再
生
利
用
活
動

５
万
円
/1
0
a
、
発
生
防
止
活
動

２
万
円
/
1
0
a
等
）
）

１
／
２
、
5
5
％
等
（
重
機
を
用
い
て
行
う
再
生
作
業
、
施
設
等
の
整
備
）

１
号
遊
休

農
地

（
荒
廃

農
地

<
Ａ

分
類

>
）

・
農
地
法

第
3
2
条
第
１
項
第
１
号
に
規
定
す
る

農
地

で
、

再
生

作
業

の
実

施
に

よ
っ

て
耕

作
が

可
能

と
な

る
荒

廃
農

地
（

市
町

村
等

が
実

施
す

る
荒

廃
農

地
調

査
に

お
い

て
Ａ

分
類

に
区

分
さ

れ
た

農
地

）
。

２
号

遊
休
農
地

・
農
地
法

第
3
2
条
第
１
項
第
２
号
に
規
定
す
る

農
地
で
、

周
辺

の
地

域
に

お
け

る
農

地
の

利
用

の
程
度
と

比
較

し
て

著
し

く
劣

っ
て

い
る

農
地

。

再
生
作
業
後
、
作
物
を
作
付
け

基
盤

整
備
等
の
実
施
に
よ
り
再
生
利
用
が
可
能

果
樹
棚
の
整
備

・
附

帯
事

業
へ

の
支

援
都

道
府

県
・

市
町

村
が

行
う

農
地

利
用

調
整

等
の

取
組

を
支

援
。

交
付

対
象

者

農
業

者
組

織

参
入

法
人

等

農
業

者

農
地

中
間

管
理

機
構

発
生
防
止
活
動

施
設
等
の
整
備

○
農
振
農

用
地

区
域

内
の

以
下

の
農

地
を

対
象

（
農

業
体
験
施
設
の
場
合
は
除
く
）
。

※
附

帯
事

業
の

場
合

は
、
都

道
府

県
・
市

町
村

低
コ
ス
ト
整
備
に
よ
り
耕
作
再
開
が
可
能

整
地
を
行
っ
て
い
る
農
地

遊
休
農
地

農
業
用
機
械

農
業
用
ビ
ニ
ー
ル
ハ
ウ
ス
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① 高収益作物転換プラン作成支援（最大２年）

先進的省力化技術導入

② 農地耕作条件改善（最大５年（ハードは最大３年））

③ 高収益作物導入支援（最大５年）

・ 区画拡大、暗渠排水、用水路の更新整備 等（※１）

・ １地区あたり上限300万円（年基準額）の条件改善
促進支援（調査・調整、先進的省力化技術導入支
援等） 等

《地域内農地集積型》最大５年（ハードは最大３年）

○定額助成（※２）

・ 技術習得方法の検討と実践、技術者の育成、試験
販売等の経営展開の支援、現場での研修会開催 等

・農地中間管理機構
・都道府県、市町村
・土地改良区、農業協同組合、農業法人等

○ 我が国農業の競争力を強化するためには、農地の大区画化・汎用化等の基盤整備を行い、農地中間管理機構による担い手
への農地集積を推進するとともに、高収益作物への転換を推進することが重要。

○ このため、多様なニーズに沿ったきめ細かな耕作条件の改善を機動的に進めるとともに、農地集積を図りつつ高収益作物への
転換を図る場合には、計画策定から営農定着に必要な取組をハードとソフトを組み合わせて一括支援。

農地耕作条件改善事業

２．実施要件 ３．実施主体
○ 農振農用地のうち農地中間管理事業の重点実施区域、本事業の実施により重点実施区域に
指定されることが確実と見込まれる区域（これらを受益とする施設も対象）

○ 総事業費200万円以上 ○ 受益者数２者以上 ○ 農地中間管理機構との連携概要の策定

○定額助成

これなら
思い通りの
農業が
できるわ！

・ 農業用用排水施設、暗渠排水、土層改良、
区画整理、農作業道、農地造成、農用地の保全

・ ＩＣＴによる水管理や防草対策等の維持管理の
省力化支援

・ 土壌改良等の高品質作物の導入に関する支援

・ 営農飲雑用水等の営農環境の整備に関する支援

・ 地形図作成等の条件改善促進支援

・ 指導・助言活動、施工実態の把握、外部監査 等

カバープランツ・小段自動給水栓

暗渠排水

畦畔除去

１．事業内容

○定額助成（※２）

・ プラン作成に係る調査・調整、農産物の需給動向

の把握、効果的な輪作体系の検討、販売先に係る
調査 等

《地域内農地集積型》と同様

土層改良

《高収益作物転換型》 ①②③で最大５年（ハードは最大３年）

【高収益作物転換型の実施要件】
○農業者２者以上（土地所有者含む）が取り組むこと
○ハード整備と併せ行うこと
○作付面積のうち１／４以上を稲作等から新たに高収益作物に転換すること

（※２） プランの作成や技術習得等に必要な経費を「高収益作物転換推進費」とし､
１地区あたり上限３００万円～５００万円（年基準額）を支援

現場での

高収益作物の導入

（タマネギの収穫）

講習・研修会

検討会の様子

○定率助成

○定率助成
・ 実証展示ほ場の設置・運営、導入１年目の種子・肥
料等への支援、農業機械リース 等

（※１） 定額助成単価は現場条件等に応じた標準的な工事費
の１／２相当
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中山間地域等の農業生産条件の不利を補正することにより、農業生産活動を将来
に向けて維持する活動を支援

【対象地域】

中山間地域等直接支払制度の概要

中山間地域等直接支払交付金
２５，８００ （ ２６，０００ ）百万円

【中山間地域等直接支払推進交付金】 ３００ （ ３００ ）百万円
都道府県、市町村等による事業の推進を支援

【対 象 者】

地域振興８法等指定地域及び知事が定める特認地域

集落協定又は個別協定に基づき５年以上継続して耕作を行う農業者等

10m

0.5
m

水田：急傾斜（傾斜：1/20）

21,000円/10a

地目 区分
交付単価
円/10a

田
急傾斜（1/20～） 21,000
緩傾斜（1/100～） 8,000

畑
急傾斜（15度～） 11,500
緩傾斜（８度～） 3,500

10m

2.7
m

畑：急傾斜（傾斜：15°）

11,500円/10a

【平成29年度予算概算決定額 ２６，３００ （ ２６，３００ ）百万円】

【主な交付単価】

【集落連携・機能維持加算】 【超急傾斜農地保全管理加算】
超急傾斜地（田:1/10以上､畑:20度以上）の農用地

について､その保全や有効活用に取り組む集落を支援

※ 平成29年度より､【集落協定に基づく活動】の①
及び②を①のみで加算が受けられるよう要件を緩和

超急傾斜

急傾斜

緩傾斜

【集落協定に基づく活動】

○ 集落等を単位として、農地の管理方法や役割分担を取り決めた協定を締結し、それに基づき行われる

農業生産活動等を支援するため、面積に応じて一定額を交付

○ 交付金の配分方法は集落内の話合いで決定

○ 集落等を単位として、農地の管理方法や役割分担を取り決めた協定を締結し、それに基づき行われる

農業生産活動等を支援するため、面積に応じて一定額を交付

○ 交付金の配分方法は集落内の話合いで決定

① 農業生産活動等を継続するための活動（農作業委託等による耕作放棄の防止、鳥獣害対策等）

② 体制整備のための前向きな取組

【加算措置】

◎ 高齢化や人口減少により、農業生産活動の継続に支障が生じることが懸念されている中山間
地域等において、地域の農業や集落機能などが維持されるために追加的に措置

①広域で集落協定を締結し、
将来の集落維持に向けた
活動を支援

②小規模・高齢化集落の農用地の生産維持を支援

協定集落が小規模・高齢化集落の農用地を取り

込んだ形で行う農業生産活動を支援

石積みのある超急傾斜地

共同育苗

広域の集落協定を締結

Ａ 集 落

Ｂ 集 落 Ｃ 集 落
農作業の共同化地目にかかわらず

3,000円/10a

複数集落が連携した広

域の集落協定を対象に、

人材確保や集落間の連携

活動体制づくりを支援

田 畑

4,500円/10a 1,800円/10a

［単価］

［単価］

［単価］

田・畑

6,000円/10a

（生産性向上の取組、女性・若者等の参画、持続可能な生産体制の構築）

※ 平成28年度より、広域の集落協定が将来の農地利用について戦略を定めた場合、営農を中止した際の交付金返還を当該農地のみとする等、運用を改善

【中山間地農業ルネッサンス推進事業】(新規) ２００ （ － ）百万円
都道府県等による「中山間地農業ルネッサンス事業（新規）」に係る活動の推進を支援

地域の創意工夫にあふれる取組や支援制度の活用事例の紹介、専門知識を有する者等による
きめ細かな営農指導、地域を牽引していくリーダーの確保、育成等を推進
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多面的機能支払交付金
４６，７５１ （ ４６，７５１ ）百万円

多面的機能支払制度の概要

地域共同で行う、多面的機能を支える活動や、地域資源（農地、水路、農道等）
の質的向上を図る活動を支援

【対象者】
農業者のみ又は農業者及びその他の者（地域住民、団体等）で構成する活動組織

【対象活動】
・農地法面の草刈、水路の泥上げ、農道の路面維持等の地域資源の基礎的保全活動
・農村の構造変化に対応した体制の拡充・強化、保全管理構想の作成 等

◎ 単価表（単位：円/10a）

【多面的機能支払推進交付金】 １，５００ （ １，５００ ）百万円

都道府県、市町村及び推進組織による事業の推進を支援

都府県 北海道

①農地維持支払

②資源向上支払
※１

③資源向上支払
※２，３

①農地維持支払

②資源向上支払
※１

③資源向上支払
※２，３

田 3,000 2,400 4,400 2,300 1,920 3,400

畑※４ 2,000 1,440 2,000 1,000 480 600

草地 250 240 400 130 120 400

※１：②の資源向上支払（地域資源の質的向上を図る共同活動）は、①の農地維持支払と併せて取り組むことが必要
※２：水路や農道などの施設の老朽化部分の補修や施設の更新
※３：①､②と併せて③の施設の長寿命化のための活動に取り組む地域は､③(都府県の田：4,400円/10a等)が加算され､②に75％単価を適用
※４：畑には樹園地を含む
※５：事業計画期間中に田を畑地化する場合、当該期間中においては、農地維持支払の交付単価は田の単価を適用

地域資源の質的向
上を図る共同活動

地域資源の質的向
上を図る共同活動

施設の長寿命化の
ための活動

【平成29年度予算概算決定額 ４８，２５１（ ４８，２５１ ）百万円】

水路の泥上げ農地法面の草刈り ため池の草刈り 農道の路面維持

○ 資源向上支払
【対象者】

農業者及びその他の者（地域住民、団体等）で構成する活動組織

【対象活動】
・ 地域資源の質的向上を図る共同活動

（水路、農道、ため池の軽微な補修、農村環境保全活動の幅広い展開等）
・ 施設の長寿命化のための活動

水路のひび割れ補修 農道の窪みの補修 ため池の外来種駆除植栽活動

○ 農地維持支払

施設の長寿命化の
ための活動

［平成29年度以降は、資源向上支払（長寿命化）とそれ以外で分けていた経理区分を一本化することも可能］

［農地・水保全管理支払を含め５年以上実施した地区は、②に75％単価を適用］

※５ ※５
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【交付率】
都道府県へは定額（事業実施主体へは事業費の１／２以内等）
（※条件不利地域は55/100以内、沖縄は２／３以内。その他、条件により、一部定額支援あり）

実施隊への研修

○鳥獣被害対策実施隊、民間団体等による地域ぐるみの被害防止活動
（※実施隊、民間団体、新規地区が取り組む場合、定額支援（市町村当たり200万円以内等））

○捕獲を含めたサルの複合対策、他地域の人材を活用した捕獲、ICT等を用いた新技術実証
（※実施隊が取り組む場合、それぞれ市町村当たり100万円以内等を定額支援）

○都道府県が実施する広域捕獲活動、新技術実証活動、人材育成活動等の取組
（※都道府県の取組に対して、都道府県当たり2,300万円以内を定額支援）

○捕獲活動経費の直接支援
（※獣種等に応じて捕獲１頭当たり8,000円以内等を支援）

○鳥獣被害対策の地域リーダーや対策の中核となるコーディネーター育成等のための研修
（※定額支援）

○ ジビエの流通量の確保や需要拡大のための普及啓発活動、関係者間の情報共有等の取組
（※ジビエコンソーシアムの取組に対して定額支援）

捕獲機材の導入【交付率】
都道府県へは定額（事業実施主体へは事業費の１／２以内等）

（※条件により、一部定額支援あり）

ソフト対策

捕獲機材の導入

捕獲技術高度化施設

○侵入防止柵等の被害防止施設
※侵入防止柵を自力施工する場合、資材費相当分を定額支援。なお、電気柵を施工する場合は、安全基準を遵守すること。

○鳥獣の食肉（ジビエ）等への処理加工施設、焼却施設、捕獲技術高度化施設（射撃場）

【事業実施主体】
地域協議会、地域協議会の構成員

ハード対策

【事業実施主体】
地域協議会、民間団体 等

ジビエ活用の推進

鳥獣被害防止総合対策交付金

野生鳥獣被害の深刻化・広域化に対応するため、地域関係者が一体となった鳥獣被害防止
のための取組や施設の整備、ジビエ活用の取組等を支援します。

【平成29年度予算概算決定額：9,500（9,500）百万円】

シカによる森林被害緊急対策事業 【平成29年度予算概算決定額： 150（159）百万円】

鳥獣被害防止対策の推進

鳥獣害防止森林区域等におけるシカ被害や予防の対策を推進するため、シカによる森林被害が深
刻な地域等において、広域的な捕獲等をモデル的に実施するほか、監視体制の強化を図ります。

（1）緊急捕獲等の実践

【事業内容】
シカ被害の深刻な地域に

おいて、市町村や森林管理
署等から構成される広域の
協議会が計画を策定し、地
域の連携により囲いわな等
による捕獲や、防護柵設置
等の防除活動を実施。

囲いわなによる
捕獲

【事業実施主体】国、都道府県等

【補助率】定額

（2）監視強化のための行動把握

【事業内容】
シカの侵入が危惧され

る地域等において、監視
体制の強化を図るため、
ＧＰＳ首輪による行動追
跡調査、自動撮影カメラ
によるシカの出没状況の
調査等を実施。

GPS首輪を用いた
行動追跡調査

侵入防止柵 処理加工施設

Administrator
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関東農政局

【当事例集に関すること】
農村振興部農村計画課 ０４８－７４０－０４８４（直通）

【遊休農地対策に関すること】
経営・事業支援部農地政策推進課 ０４８－７４０－０１４０（直通）

【農地中間管理機構に関すること】
経営・事業支援部農地政策推進課 ０４８－７４０－０１４４（直通）

【耕作放棄地再生利用緊急対策交付金及び荒廃農地等利活用促進交付金に関すること】
農村振興部農地整備課 ０４８－７４０－０５５１（直通）

【農地耕作条件改善事業に関すること】
農村振興部農地整備課 ０４８－７４０－０５５２（直通）

【中山間地域等直接支払制度に関すること】
農村振興部農村計画課 ０４８－７４０－０４８６（直通）

【多面的機能支払に関すること】
農村振興部農地整備課 ０４８－７４０－０１４６（直通）

【鳥獣被害防止総合対策交付金に関すること】
農村振興部農村環境課 ０４８－７４０－０５１１（直通）

【所在地】 〒３３０－９７２２
埼玉県さいたま市中央区新都心２－１ さいたま新都心合同庁舎２号館

耕作放棄地対策に関する問い合わせ先

都県協議会名 問い合わせ窓口 電話番号

茨城県耕作放棄地対策協議会 茨城県農業会議 ０２９－３０１－１２３６

栃木県耕作放棄地対策協議会
栃木県農業会議
栃木県農政部経営技術課

０２８－６４８－７２７０
０２８－６２３－２３１７

群馬県担い手育成総合支援協議会 群馬県農政部農業構造政策課 ０２７－８９７－２７７１

埼玉県耕作放棄地対策協議会
埼玉県農業会議
埼玉県農林部農業ビジネス支援課

０４８－８２９－３４８１
０４８－８３０－４０３３

千葉県耕作放棄地対策協議会 千葉県農林水産部農地・農村振興課 ０４３－２２３－２８６２

東京都担い手育成総合支援協議会 東京都農業会議 ０４２－５２５－０７８０

神奈川県耕作放棄地対策協議会
神奈川県環境農政局農政部農地課
農地利用調整グループ

０４５－２１０－４４３６

山梨県耕作放棄地対策協議会 山梨県農政部農村振興課 ０５５－２２３－１５９７

長野県農業再生協議会 長野県農政部農村振興課
０２６－２３２－０１１１
（内線：３１１３）

静岡県担い手育成総合支援協議会
静岡県農業会議
静岡県経済産業部農業ビジネス課

０５４－２５５－７９３４
０５４－２２１－３２９８

【表紙写真】

上段：耕作放棄地の再生前後－宮代町農業委員会（遊休農地対策研究会）【埼玉県宮代町】－
下段：耕作放棄地の再生前後－（株）めりんだ【千葉県我孫子市】－
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